
？

ⓒ本田技研工業（株）

【使用上の注意】
●営利目的での利用はおやめください　●内容の無断転載、無断改変、一部抜粋しての利用はおやめください　●その他、使用に関するご質問はお問い合わせください
本田技研工業（株）安全運転普及本部　TEL:03（5412）1736

2015年 SJ6・7月号

SJクイズ
[ 問題編 ]

1Q

3Q 自転車乗用中（第1・2当事者）の死傷者数を法令違反別・
年齢層別にみると、「違反あり」の割合が最も多い年齢層は
次のうちどれでしょう？
① 15 歳以下　② 16 ～ 24 歳　③ 25 ～ 64 歳　④ 65 歳以上

改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月1日から、自
転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと、「自転車運転
者講習」を受けることになります。その対象となる年齢は次
のうちどれでしょう？

平成 26年の自転車乗用中（第1・2当事者）の死傷者数を
法令違反別にみると、最も多い違反は次のうちどれでしょう？

2Q
①動静不注視　②安全不確認
③一時不停止　④交差点安全進行義務違反

❶ ❷
❸ ❹

先生、これからは自転車
に乗っていてルール違反
を繰り返すと、ボクたち
も講習を受けるの？

でも、自転車に乗って事故にあう人で
違反があるのは、15歳以下が多いんだ

事故にあわないようにする
ために、ルールを守ること
が大切です

対象は 14 歳以上だから、
小学生のみんなは大丈夫

① 14 歳以上　
② 16 歳以上　
③ 18 歳以上　
④ 20 歳以上
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[ 解答 ･解説編 ]

＜解説＞　
自転車乗用中（第1・2当事者）の死傷者数を法令違反別・年齢層別にみると、子ども（15歳以下）は「違反
あり」が7割以上（71.4%）を占め、他の年齢層に比べて特に高くなっている。子どもの場合、交通ルールを
正しく理解して自転車に乗っているとは限らない。実際に子どもが自転車で普段走る場所や走り方を確認し、
交通ルールの遵守が事故防止につながることを子どもに理解してもらうための教育を家庭や学校で行っていく
ことが大切である。

3Q ① 15 歳以下解答

①14歳以上1Q 解答

＜解説＞
改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月1
日から「自転車運転者講習制度」が始まった。
危険な交通違反を繰り返す自転車利用者に安全
講習を義務づけるものだが、対象は14歳以上と
なっている。右記14種の危険行為に該当する違
反行為をした者が警察官に交通違反として検挙
された場合はもちろん、交通事故の際に自転車
運転者側に危険行為に該当する違反行為があっ
た場合も含まれる。自転車も車両運転者として
の意識を忘れずに運転することが必要である。

●自転車運転者講習制度

＜解説＞
平成 26年の自転車乗用中（第 1・2 当事者※）の死傷者数（10万
6427人）を法令違反別にみると、「安全不確認」が5分の1以上を占め、
最も多くなっている。自転車利用者は信号機のない交差点などでは周囲
の状況をよく観て、左右の安全を確認することが事故防止につながる。

「止まれ」の標識がある場合は必ず一時停止しなければならない。止まら
ずに進行しながら左右を確認するケースも多く見られるが、それでは視
野が狭くなったり、物が見えにくくなるなど、見落とす可能性もあって
危険なため、必ず一旦止まって左右の安全確認をすることが大切である。
また、ドライバーやライダーは信号機のない交差点などで、自転車が安
全確認をせずに交差点に進入してくるかもしれないと予測しておくこと
が必要である。

2Q ②安全不確認解答

※第1当事者は交通事故の当事者のうち、過失が最も重い者又は過失が同程度の場合は、被害が最も軽い者。 
第2当事者は過失がより軽いか、過失が同程度の場合は、被害がより大きい方の当事者。

●講習の対象となる危険行為

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害等
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置（ブレーキ）不良自転車運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反

●講習制度の流れ

①危険行為を反復
　（3年以内に 2回以上）
　   ↓
②受講命令
　   ↓
③講習の受講
　講習時間：3 時間、
　講習手数料：5700 円（標準額）
※受講命令に違反した場合…5万円
　以下の罰金

14歳以上が対象

安全
不確認
23.3％

動静不注視
11.8％

交差点安全
進行義務違反
10.7％

一時不停止　5.1％信号無視　2.0％

通行区分　2.0％

その他
8.9％

違反なし
36.2％
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※文中のデータ、グラフの出典は警察庁資料


